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令和４年度第１回パラスポーツ協議会 議事録 

 

１ 日程 令和４年４月２７日（水曜日）午前１０時１５分～午前１１時００分 

 

２ 会場 市役所本庁舎９階第１会議室 

 

３ 出席者 

  （１）委員 

    渡邉 千代美（会長）、室田 智（副会長）、髙橋 久吉、池田 健、森 哲也、 

山﨑 幸男、兼坂 尚貴、阿部 健一郎、髙橋 和宏、三澤 史子 

（２）事務局 

高橋生涯スポーツ課長、滝口生涯スポーツ課長補佐、和田生涯スポーツ課スポーツ振興係長、

屋代生涯スポーツ課副主査、湯浅生涯スポーツ課主任主事 

 

４ 欠席者 

（１）委員 

  蛯沢 文子、木村 智 

 

５ 議題 

 （１）会長及び副会長の選出について 

 （２）令和３年度事業について 

 （３）第二次船橋市生涯スポーツ推進計画について 

 （４）令和４年度の事業計画について 

 

６ 議事録  以下のとおり 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

各委員 

 

司会 

 

 

事務局 

（仮議長） 

 

 

それでは、協議会にうつります。 

本日出席の委員は１０名でございます。 

船橋市パラスポーツ協議会設置要綱 第６条第２項の規定により、委員の半数以上

の出席がございますので、会議が開催できることをご報告します。 

なお、第６条第１項の規定により、会長が議長となり議事を進めていただくことに

なっておりますが、現在、選出されておりません。 

事務局からの提案ではございますが、会長・副会長が選出されるまでの間、生涯ス

ポーツ課長が仮の議長を担当させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

異議なし 

 

 ありがとうございます。 

それでは、事務局 生涯スポーツ課長 高橋が仮の議長を担当させて頂きます。 

 

 仮の議長を務めさせていただきます、生涯スポーツ課長の高橋と申します。 

よろしくお願いいたします。 

本日の会議は原則公開となっており、会議の傍聴と会議録の公開についてはこれを

認めております。 

本日の傍聴者はございません。 
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事務局 

（仮議長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次第Ⅰ 委員紹介～  

まず、本日お集まりいただきました委員の皆様を紹介いたします。 

名簿の順に紹介させていただきますので、一言ご挨拶をお願いいたします。 

はじめに、 

①船橋市障がい者スポーツ協会 会長 髙橋 久吉 様  

②船橋市手をつなぐ育成会  会長 池田 健 様 

③船橋市視覚障害者協会  会長 森 哲也 様 

④パラアスリート  蛯沢 文子 様  本日は所用により欠席です。 

⑤元車いすバスケットボール男子日本代表トレーナー  室田 智 様 

⑥船橋市スポーツ協会  会長 山﨑 幸男 様 

⑦船橋市スポーツ推進委員協議会 監事 渡邉 千代美 様 

⑧船橋市立船橋特別支援学校  兼坂 尚貴 校長 

⑨企画財政部 政策企画課  木村 智 課長 本日は所用により欠席です。 

⑩福祉サービス部 障害福祉課  阿部 健一郎 課長 

⑪学校教育部 保健体育課  髙橋 和宏 課長 

⑫生涯学習部  三澤 史子 部長 

ありがとうございました。 

 

事務局 

（仮議長） 

 

事務局 

 

 

 

 

 

山﨑委員 

 

事務局 

（仮議長） 

 

各委員 

 

事務局 

（仮議長） 

～次第Ⅱ 会長及び副会長の選出について～ 

 事務局お願いします。 

 

船橋市パラスポーツ協議会設置要綱 第５条第１項及び第２項の規定により、本協

議会に会長及び副会長を置くことになっており、会長及び副会長は、委員の互選によ

り定めることになっております。 

会長・副会長の選出につきまして、どなたかご意見がございましたら、お願い致し

ます。 

 

引き続き、会長を 渡邉委員、副会長を 室田委員にお願いできればと思います。 

 

ただいま渡邉委員を会長に、室田委員を副会長に推薦するご意見がありました。 

他にご意見はございますか。 

 

異議なし 

 

それでは、渡邉委員を会長に、室田委員を副会長に選出することとさせていただき

ます。 

渡邉委員、室田委員よろしくお願いします。 

渡邉委員は議長席の方へ移動していただきまして、改めて一言ご挨拶をお願いいた

します。 

 

渡邉会長 

 

 

 

事務局 

 

室田副会長 

 

 

 

事務局 

 

推薦をいただきました渡邉です。 

今後ともご支援をいただきながら努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

 

 ありがとうございました。続きまして、副会長 室田委員お願いいたします。 

 

推薦をいただきました室田です。 

引き続きありがとうございます。会長を補佐できる立場として、いろんな情報を伝

えながら頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。 

協議会設置要綱第６条第１項の規定により、会長が議長となることとなっておりま

すので、今後の議事進行につきましては、渡邉会長にお願いいたします。 
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よろしくお願いします。 

 

議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次第Ⅲ 報告～ 

 「報告１ 令和３年度の事業報告について」および 

「報告２ 第二次船橋市生涯スポーツ推進計画について」 

事務局より説明をお願いします。 

ご質問につきましては、報告事項が全て終わりましたらお願いいたします。 

 

報告１について事務局より説明させていただきます。 

報告１ 令和３年度事業報告について。資料１ページをご覧ください。 

報告１・令和３年度の事業計画について、ご説明いたします。 

 

１ パラスポーツ協議会について 

委員１２名、年間３回の開催を予定しておりました。 

令和３年度は、第１回を４月開催から延期し、１０月に書面形式で開催といたしま

した。第２回以降は残念ながら中止といたしました。 

 

２ パラスポーツ競技の体験会について 

令和３年度は、実施可能な時期が短くなったため、種目をボッチャに限り、対象も

小中学校のみとして体験会を実施いたしました。 

抽選により５校の実施を計画し、うち１校は船橋障がい者スポーツ協会にご協力を

いただき、体験会を実施できました。その後、まん延防止等重点措置の期間と重なっ

たことから、２校は用具の貸出のみ、２校は学校判断で中止となりました。 

次年度は回数等を増やしての実施を目指します。 

 

３ パラスポーツ体験会で使用する物品等について 

現在、生涯スポーツ課で管理している物品は記載のとおりとなります。そのうち、

①のボッチャに関する用具は市民への貸出を行っています。②③につきましては、今

後、市民に貸し出せるよう整備していきます。現時点でも要望があれば相談の上、貸

し出しております。 

 

４～８につきましては、資料記載のとおりですので、説明を省略いたします。 

 

９ ボッチャ交流大会の開催について 

 令和元年度から計画してきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、開

催できずにいました。令和３年度につきましても、実施を決定するまでに時間がかか

りましたが、年度末、３月２０日に開催することができました。当日は、シティニュ

ースの取材もあり、ボッチャだけでなく、障がい者スポーツについても発信していた

だきました。コロナ禍での開催に時間いっぱいまで開催の可否を検討し、開催決定を

したのは２月中旬。そこから参加者を募り、審判等の依頼をいたしました。そのよう

な中で参加いただきました市民の皆様やご協力いただきました方々には感謝しており

ます。 

当日は、参加者７０名のうち、障害をお持ちの方が８名、ケガによる車いすでの参加

者が１名いました。アンケートでは、「また参加したい」という声がほとんどで、「参

加したくない」は０人でした。「ボッチャ交流大会に参加して、障害のある人に対する

気持ちは変わりましたか」という質問には、７０％の方が「変わった」と回答してお

り、障害のある人とコミュニケーションをとりたい、障害のある人を含めて相手のこ

とを考えて行動したい、という声が多くありました。 

 今後、定期的に開催できるよう検討・準備を進めてまいりますので、協議会委員の

皆様からも、ご意見等を頂戴できますとありがたく存じます。 

 

最後に、令和３年度に開催されました東京２０２０オリンピック・パラリンピック

について、船橋市ではアメリカ男子体操チームの事前合宿を受入れ、小学校とのオン
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ライン交流などを行いました。また、パラリンピックの聖火を採る式典では、本協議

会の蛯沢文子委員にご出席いただきました。 

 前回の協議会で報告済みのため資料はございませんが、紹介させていただきます。 

以上で、令和３年度事業報告を終わります。 

 

 

報告２について事務局より説明させていただきます。 

報告２ 第二次船橋市生涯スポーツ推進計画について 

スポーツ基本法に基づき、市民のスポーツ活動に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図ることを目的とする、第二次船橋市生涯スポーツ推進計画につきましては、

船橋市パラスポーツ協議会委員の皆様や、船橋市スポーツ推進審議会委員の皆様、パ

ブリック・コメントなどでいただいたご意見をふまえて、令和４年３月に開催されま

した、船橋市教育委員会会議にて議決をいただき、策定となりました。 

委員の皆様には、すでに計画の冊子と概要版を送付させていただいておりますが、

改めてご報告いたします。 

 

（１）計画の概要と（２）船橋市スポーツ推進審議会への報告についてご説明いた

します。 

別冊資料の１ページ、第二次船橋市生涯スポーツ推進計画の概要版をご覧ください。 

本計画では、「スポーツ」の定義を広く捉えることとしています。 

スポーツは、「する」「みる」「ささえる」といろいろな形で誰もが気軽に楽しむこと

ができ、一定のルールに基づいて勝敗や記録を競う、競技スポーツだけでなく、ちょ

っとした空き時間を使ってのウォーキング、健康の維持増進や介護予防のための運動、

自然と親しむ野外活動、レクリエーションなど気軽に楽しめるものとしています。 

２ページをご覧ください。 

現状と課題、スポーツ健康都市宣言や関係する計画等を踏まえ、本市のスポーツ推

進における大きな方向性として掲げ、本計画における基本目標となるものとして「め

ざすべき姿」を設定しました。 

めざすべき姿は「市民一人一人が生活の中で気軽に楽しくスポーツを行うことで健

康になり、多くの仲間と共に、いきいきと過ごしている状態」といたしました。 

また、本計画のめざす成果としての具体的な目標値を「１８歳以上の週１回以上の

スポーツ実施率を７０％まで引き上げる」ことといたしました。 

目標値は国の第３期スポーツ基本計画で掲げる数値と同様としています。 

 

次に、課題解決に向けた取り組みを踏まえ、めざすべき姿の実現に向けた施策の方

向性を定めるものとして「基本施策」を設定いたしました。 

大きく３つの柱からなっており、「機会づくり」、「環境づくり」、「人・組織づくり」

としています。 

それぞれの基本施策にさらに施策と取り組みが設定されております。詳細について

は割愛させていただきます。 

続けて３ページをご覧ください。 

 

計画の体系でございますが、本計画では、今後の社会の状況や市の現状を踏まえ、

重点的・先導的に取り組むべき施策を３点設定しています。 

まず１つ目ですけれども、基本施策１「機会づくり」の「⑤障害のある人もない人

も楽しめるスポーツの推進」 

２つ目として、基本施策２「環境づくり」の「②効果的な情報発信」 

資料４ページをご覧ください。 

基本施策３「人・組織づくり」の「③地域住民の連携によるスポーツの推進」 

この３つを重点施策として取り組んでまいります。 

 

計画全体の進捗状況を毎年確認することを目的として、基本施策１～３のそれぞれ

に毎年測定可能な指標とその方向性を設定し、確認します。 
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議長 

 

阿部委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

議長 

 

毎年測定指標は概要版に記載のとおり４つの目標値を設定しております。 

この目標値は、本計画の上位計画である「第三次船橋市生涯学習基本構想・推進計

画（ふなばし一番星プラン）」などにおいても同様の数値を用いて、進捗を管理してま

いります。 

 

計画では、各施策を着実に推進するために、進捗状況を船橋市スポーツ推進審議会

に報告・意見聴取し、その意見を踏まえて効果的に推進するよう努めることとしてい

ます。 

計画とは別に、５ページから１２ページにあります「各施策対応事業管理表」を作

成して事業の管理をしてまいります。 

先ほどご説明しました毎年測定指標の結果と管理表を船橋市スポーツ推進審議会に

報告し、意見聴取の結果を事業所管課にフィードバックするとともに、指摘・提案事

項等に基づいて管理表の更新をしてまいります。 

パラスポーツ協議会へも進捗状況等を報告してまいりますので、その際にはご意見

を頂戴できればと思います。 

 

今期の計画の重点施策の一つに障害のある人もない人も楽しめるスポーツの推進を

掲げていることから、パラスポーツ協議会は引き続き重要な会議となってまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上で、第二次船橋市生涯スポーツ推進計画に関するご報告を終わります。 

 

何かご質問はございますか。 

 

先ほどの報告の中で、効果的な情報発信が課題であるとお話がありました。３月に

行われたボッチャ交流大会の時期は厳しい時期でしたが、今後またある時は、各障が

い者団体の連絡先も知っておりますし、各事業所の連絡先などもわかりますので、ぜ

ひ連携して取り組んでいければと思います。 

 

ありがとうございました。開催がギリギリだったということで、他にご協力をお願

いする時間もなかったというところがありました。そういった声を掛けて頂いて、と

ても感謝しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、質問がないようですので、次に移らせて頂きます。 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～次第Ⅳ 議事～ 

「議題１：令和４年度の事業計画について」 事務局に説明を求めます。 

 

事務局より説明させていただきます。 

議題１ 令和４年度事業計画について。資料８ページをご覧ください。 

議題１ 令和４年度事業計画について、ご説明いたします。 

概ね今年度と同様の内容を計画しております。 

 

１ パラスポーツ協議会について 

年３回を計画し、市職員を除く委員８名分の委員報酬を予定しております。 

 

２ パラスポーツ競技の体験会について 

パラスポーツを普及・啓発するため、市内小・中・船橋特別支援学校をはじめ、年

１６回の開催を予定しております。 

また、講師には船橋障がい者スポーツ協会に指導員の派遣を依頼する予定です。 

 

３ パラスポーツ競技に使用する用具等について 

ボッチャ以外の用具貸出について整備を進めます。 

また、大会や体験会等で使用する消毒用品の購入を予定しております。 
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議長 

 

 

４ 大会等への協力について 

例年同様、３大会の後援を予定しております。 

 

５ スポーツ大会における障がい者枠を設定について 

引き続き、２大会における特別支援学校の参加枠を確保してまいります。 

   

６ 障がい者スポーツ指導員の養成等について 

（１）初級障がい者スポーツ指導員講習会の受講につきまして、令和４年度はスポー

ツ推進委員５名分の講習会受講費を負担いたします。 

 

（２）ふなばし市民大学校スポーツコミュニケーション学科卒業生の活用について、

以前よりご意見を頂いておりました。 

令和元年度より、初級障害者スポーツ指導員養成講習がスポーツコミュニケーショ

ン学科のカリキュラムに導入され、卒業生や市民大学校スタッフ３０名以上が初級の

資格を有しているとのことです。 

ボッチャ大会等のイベントや体験会でスポーツボランティアとして活動していただ

くため、有資格者との連絡体制や活動体制の整備を検討してまいります。 

 

７ パラスポーツ関係のアスリート等による講演会の開催について 

障害のある方もない方も誰でも参加できる講演会をバリアフリーな施設で開催した

いと考えております。 

講師として推薦できる方がいましたら、ぜひ情報を頂きたいと存じます。 

 

８ ボッチャ交流大会の開催について 

令和３年度にようやく開催することができましたので、引き続き令和４年度も開催

したいと考えております。他の行事日程との調整から、今年度は９月開催を予定して

おります。 

大会はパラスポーツを普及・推進と、「ボッチャ」を通じて、障害のある人ない人が

交流を深め、理解する機会とすることを目的としています。しかし、前回の募集では

障害をお持ちの方へのアナウンスが足りず、その目的は半分しか達成していないと感

じております。障害をお持ちの方々へのアナウンスや、その運営方法について、ご意

見いただきますようお願い申し上げます。 

 

９ パラスポーツに関する効果的な情報発信について 

先程申し上げたボッチャ交流大会のご案内をはじめ、今まで実施されてきたパラス

ポーツに関する事業の紹介や今後行われるイベント等の情報を市のホームページや広

報を活用し、積極的に情報発信してまいりたいと考えております。 

また、障害のある方やそのご家族の方に情報を届ける体制を検討し構築してまいり

たいと考えております。 

具体的には、関係団体や障害福祉サービス事業所等に向けての情報発信、障害のあ

る方やそのご家族が実際に必要としている情報を調査・収集し発信していける体制を

検討してまいります。 

１０ 企業との連携 

イオングループや石井食品、大塚製薬等と連携し、パラスポーツイベント等の開催

について連携していきます。 

１１ 千葉県立船橋特別支援学校との連携 

令和４年度以降も情報共有を行うなど、引き続き連携してまいります。 

 

以上、令和４年度事業計画について、ご意見をお願いいたします。 

 

それでは、令和 4年度の事業計画についてお話がありましたけれども、ご意見ご質

問等がありましたら、お手を挙げていただきたいと思います。 



 

7 

 

室田委員 

 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

室田委員 

 

議長 

 

髙橋久吉 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大会等の協力ということでご依頼があると思うのですが、そこでコロナっていう問

題がいつも付きまとうと思うのですけれども、基準線というものは設けられているの

か。例えば、まん防が出たらダメだとか、そういう市としての基準線があるのか、そ

れともその時の社会情勢の流れに沿ってやっているのか、教えて頂きたいです。 

 

事務局お願いします。 

 

ありません。昨年までは緊急事態宣言が出ている間は、施設自体の閉館というのが

多かったものですから、できないということで中止になりました。 

まん延防止になってからは、それぞれのスポーツの競技団体が示している開催要項

や大会要項に従って、できる限り開催をする方向で調整を進めておりましたので、今

後も各スポーツ競技団体が示している大会の要項を感染予防対策とかそういったもの

が遵守できるのであれば、私共としてはできるだけ開催の方向で進めていきたいと考

えています。 

 

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

それでは、その他にありますでしょうか。 

 

２点ほどお願いします。 

６番の障害者スポーツ指導員の養成の件ですが、スポーツコミュニケーション学科で

単位が取れる初級の講座を取り入れていただいて、大変効果的な成果があります。 

船橋市内で指導員の資格を持っている方々は、卒業生の他に、この初級あるいは中級、

上級の資格を持った方々を含めますと、船橋市内には１００名以上の指導員の方々が

いらっしゃって、その方々は、この船橋とどういう関係を持っているかというのが、

なかなかよくわからない状況にありますので、一つお願いは、船橋に在住しているそ

ういう方々の組織化を検討・構築していきたいということであれば、名簿など私共が

持っているので、その人たちにアンケートを出していただくとか。船橋市ではこうい

うことをやりたいと思っているが指導員の方としては協力していただけるだろうかと

か、何かそういうアンケート等を呼びかけていただいて、それから、いろいろなイベ

ント、あるいは、スポーツの体験会等にご協力いただくような、そういう考え方をも

っと持っていただければありがたいというのが一点です。 

それからもう一つは、大会を見てつくづく感じましたのは、年齢に関係なく、小学生

の子どもたちのチーム、若者のチーム、高齢のチームと、色々混濁した形で、交流大

会でやれて、非常に微笑ましい感じを持ちました。この大会を今後、どういう風にし

ていくのかっていう、そういう方向性をちょっと出して頂けないかと思います。会場

としては、市役所の１１階というのは適当な広さではあるのですけれども、市が主催

をして、そういうことをやっていくにしてはあまりにも小さ過ぎるのではないかとい

うのが私の実感です。ですから、例えば、船橋アリーナの大ホールとまではいかない

までも、サブアリーナぐらいで開催するとか、だんだん増えてきた場合は、大きなホ

ールでするとか、そういう将来の構想みたいなものを是非考えてもらえないだろうか

っていうのが一点です。 

それに加えまして、障がい者スポーツ協会として、やはりもう少し、地域と密着した

スポーツをやっていく必要があるだろうということで、私どもは常々、民間を主体に

活動を展開しております。したがって、基幹公民館にはボッチャシートを全部揃えて

もらっていますので、その期間、公民館で主催をして、それぞれボッチャ体験会であ

るとか、あるいはボッチャの予選会であるとか、そういうものをやっていただいて、

全２６館の公民館の代表が集まって、そして最終的に全体的なボッチャの大会に結び

つけていくようなそういう様なことをうちの協会として今年度、やってみようかとい

う企画を持っています。全２６館の公民館が参加できるかどうかは別にしまして、や

れるところからちょっとやってみようということで、東部エリアと北部エリアと中部

エリアを私どもの協会と繋がりがありますものですから、そういうところを狙いにし
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議長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

山﨑委員 

 

事務局 

 

山﨑委員 

 

 

 

事務局 

 

三澤委員 

 

 

 

 

山﨑委員 

 

 

 

て１回目やっていきたいという希望もありますので、その兼ね合いで、市役所で行う

ボッチャ交流大会と私どもがそれぞれと並行して行う民間主体としては、そういうや

り方と何かうまく融合させていくようなことができないだろうかなっていう思いがあ

りますので、そういうところも検討して指示いただければ有難いです。 

 

とてもいい意見だと思いますけれども、事務局の方どうでしょうか。 

 

今いただいた３つのご意見、まず１つ目の日本パラスポーツ協会さんに登録されて

いる方々で船橋市内に在住の方々へのアンケートですとか、それを組織化することに

ついては、うちの方としても課題と思っている部分でありますので、パスポートに限

らず、スポーツ指導者の人材バンク的なものっていうのは必要であるという認識は持

っていますので、そこの部分は詰めさせていただいて、ご相談させていただけるとあ

りがたいと思います。 

それから２つ目のボッチャ交流大会を市役所で開催するについては、今後の大会の

方向性ということでございますが、私共としましては、今回は期間が非常に差し迫っ

ていたということと、会場を取るにあたって、まずはどのくらいの反響があるのか、

またどのぐらいの規模であれば市として開催に向けて、関りを持っていくのかってい

うところを踏まえて、まずは小さくやってみようということで、市役所の大会議室で

やったケースでございます。ご提案いただきました市役所以外の例えば船橋アリーナ

ですとか、運動公園の体育館といったようなものをするにあたっては、全体的なその

利用者の調整の部分もありますので、いきなりそこまですぐにというのはなかなか難

しいところがありますけれども、努力はしていきたいというふうに思っています。 

最後に、その地域に密着した活動で基幹公民館での地区予選ではないですけれども、

そういった予選会をということにつきましては、これは協力体制をとって障がい者ス

ポーツ協会の皆さんとご協力いただく中で、市としても共催または後援という形で、

協力できると思いますので、この点につきましても、また担当と詳細を詰めていただ

ければという風に思います。 

 

私の方からですけれども、ボッチャ交流大会が行われましたけれども、いろんな大

会が中止あるいは延期等をしたりする中で、今回、生涯スポーツ課の主催で行われま

したが、これからは、いろんな方を巻き込んでやれるような大会を、先程髙橋委員か

らお話がありましたけれども、そういうふうに広げていただければ、有難いなってい

うふうに思っています。 

 

ボッチャの大会は年１回ですか。 

 

今のところ１回です。 

 

年２回にするとか。１回しか出られなかった方が出られるとか、大会の場を作る。 

例年ですと船橋アリーナの多目的室を使っていたと思いますが、それは別の大会で

すか。 

 

多目的室の大会は生涯スポーツ課ではありません。市民大学校です。 

 

同じ生涯学習部ですが、市民大学校というのを社会教育課主幹でやっておりまして、

その市民大学校の中のスポーツコミュニケーション学科というところで、障がい者ス

ポーツの指導員の資格を取れるコースをやっていて、そこの方たちがボッチャの大会

を開くというところまでがカリキュラムとなっています。それだと思います。 

 

ありがとうございます。情報が不十分であったという意見がありましたが、小学校

にも案内していると思いますが、そこでどんどん増やして、障害もある方も無い方に

も含めてやっていけば、どんどん広がるかなと。それと、できるだけ回数を増やして。 

ボッチャは少しやったことがありますけれど、難しいし楽しいし、意思疎通して、



 

9 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

兼坂委員 

 

 

 

議長 

障害のある方を理解していただく。回数を多くやっていただければと考えました。 

 

交流大会という形では、なかなか準備もあって、今年度の予算が限られている中で、

１回とせざるを得ないところもあるので、そこはご了解いただきたいのですが、先ほ

ど障がい者スポーツ協会会長の髙橋(久吉)委員からもご提案があったとおり、大会と

まではいかなくても、既存の基幹公民館等にあるものを使って、公民館の活動の１つ

として普及していくことは、大いに私どもとしてはお願いしたいところです。その点

では、障がい者スポーツ協会の皆さんと早急に進めていきたいと思います。ありがと

うございます。 

 

その他に質問ありますか。 

兼坂委員いかがでしょうか。 

 

特別支援学校ですが、駅伝等に枠を作っていただき、子ども達も楽しみにしている

ところがありますので、今後もよろしくお願いできればと思います。ありがとうござ

います。 

 

他はよろしいでしょうか。では、以上とします。ありがとうございました。 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

各委員 

 

 

議長 

最後に、全体を通してご意見等がありましたらお願いいたします。 

特にないようでしたら、事務局より連絡をお願いします。 

 

 本日は、貴重なご意見をありがとうございました。 

いただいたご提言を踏まえ、パラスポーツの普及・啓発を進めて参ります。 

 

最後に、３点お願いいたします。 

①本会議の議事録署名人を議長の方で委員のお二方を選出していただければと思い

ます。 

②第２回船橋市パラスポーツ協議会の開催予定日について検討をお願いします。 

  ８月３１日（水）、９月１日（木）、９月２日（金）の３日間を考えております。

例年この時期で開催しておりましたので、皆様の日程をお伺いできればと思いま

す。 

③今後ですが、各委員の皆様への連絡をメール等で行いたいと考えておりますの

で、お帰りの際に、メールアドレスをお持ちの方は事務局の方にご連絡いただけ

ればと思います。 

以上です。 

 

それでは、議事録の署名人ということでしたけれども、特別、指定はないでしょう

か。では順番で、髙橋(久吉)委員と池田委員で、よろしくお願いいたします。 

 

それから、次回の日程につきまして、今、３日間お知らせがありましたけれども、

皆さんご都合の良い日、ダメな日をおっしゃってください。 

皆さん大丈夫そうですか。 

 

８月３１日（水）はちょっと。 

９月１日（木）は夏休み明け、学校初日なのでずらしていただけると。 

 

 では、第２回パラスポーツ協議会は９月２日（金）でお願いいたします。 

 時期が近づきましたら、事務局から案内をお願いします。 

 

議長 

 

以上をもちまして、第１回船橋市パラスポーツ協議会を閉会いたします。 

本日はご協力ありがとうございました。 

午前１０時５８分閉会 


